
パラメータ発明の記載要件に関する「韓国特許・実用新案審査基準」の改訂 

（２０２０年１２月１４日施行） 

パラメータ発明は、物理的及び/または化学的特性値について、（ⅰ）該当技術分野において標準的なものでない、又は慣用されていないパラメータを、出願人が任意
に創出し、又は、（ⅱ）これら複数の変数間の相関関係を利用して演算式でパラメータ化した後、発明の構成要素の一部とする発明をいう。  

１．審査基準におけるパラメータ発明の定義 

２．改訂理由と改訂内容の概要 
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韓国支援室長  張 軫鉉 Click ! 

区分 改訂理由と改訂内容の概要 

発明の説明（実施可能要件） 

（特許法４２条第３項第１号） 

（理由）出願人がより充実した発明の内容を公開するように誘導、関連特許技術の活用の活性化 

（内容）発明を容易に実施できる要件の明確化と関連判例の提示、記載要件を満たさない４つの事例を提示 

特許請求の範囲のサポート 

（特許法４２条第４項第１号） 

（理由）公開していない発明にまで特許権が付与されることを防止 

（内容）発明の説明にサポートされていない具体的な２つの事例を提示 

特許請求の範囲の明確性 

（特許法４２条第４項第２号） 

（理由）権利範囲の明確化 

（内容）パラメータの測定方法が明確に理解できない場合、パラメータで表現された特許請求の範囲を不明確と判断 
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